
 

 

 
 
 

本学におきましては、通称「女性活躍推進法」において国が示す以下 4項目につきまし

て、その判断目安とされる数値目標を既に達成しております。 

 

 

 

 

 

 

昭和女子大学は、女性大学として、また、本邦の教育の一翼を担う教育機関として、教

職員が性別や年齢を問わず、それぞれの部署において活躍することができるよう、また

一人一人が「世の光となろう」の建学の精神を具現化できるよう、活力ある職場環境を

構築するために、下記のとおり行動計画を策定いたします。 

 

記 

 

１．計画期間  ２０２４年４月１日～２０２７年３月３１日 
 
２．本学の課題 

（１）学園全体の時間外労働について、全体では国が示す基準を下回っているが、

特定の時期や特定の担当者の時間外労働時間数が多い傾向がある。 

 

（２）本学教職員の年次有給休暇の取得率は６１.９%となっており、国が目標とする

有給休暇取得率７０％(２０２３年度全国平均：６５.３％)に到達していない。 

 

３．目標・取組内容・実施時期等 

目標１ 男性育児休業取得率：２０２７年３月３１日までに５０%とする 

■現状  ２０２２年度：０％（対象者３名）、２０２３年度：０％（対象者１名） 

※本学教職員の年齢構成的に、育児休業を取得する可能性のある

男性教職員の割合が少ない状況である。 
 

■現状を踏まえた取組内容 

２０２５年７月：本学ポーサルサイトを活用し、常に最新の育児休業制度に係る情

報提供を継続して全学的に周知する。 

 

目標２ 有給休暇取得率：２０２７年３月３１日までに７０％に近づける 

■現状  ２０２２年度：６３.１％、２０２３年度：６１.９％ 

【参考】国の目標：2028年までに 70％達成、2023年度全国平均 65.3％ 
 
■現状を踏まえた取組内容 

２０２５年７月：全教職員に有給休暇の計画的かつ積極的な取得を奨励する。 

特に有給休暇を翌年度に１０日以上繰り越している教職員に

は、現状の取得日数に加え、さらに２日以上の取得を推奨する。 

各部門に対して、所属教職員に対する有休取得促進の声がけ

や各種調整を依頼する。 
 

２０２６年４月：有給休暇取得状況を部門ごとに可視化し、意識向上を促す。 

以上  

学校法人昭和女子大学 

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」 

に基づく一般事業主行動計画 

①採用した労働者に占める女性の割合 

②男女の平均継続勤務年数の差異 

③労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況 

④管理職に占める女性労働者の割合 

 

２０２５年７月９日改定 



 

 

１．採用した労働者に占める女性労働者の割合（２０２４年度） 

教員 職員 

常勤 非常勤 常勤 非常勤 

４７.５％ ６２.１% ８９.１% ８４.６% 
 

２．男女の平均勤続年数の差異（２０２４年度） 

区分 教員 職員 

性別 常勤 非常勤 常勤 非常勤 

女性 15年 3 ヵ月 11年 7ヵ月 15年 8ヵ月 14年 10ヵ月 

男性 14年 1 ヵ月 10年 1ヵ月 18年 5ヵ月 10年 8ヵ月 
 

３．各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況（２０２４年度） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．管理職に占める女性労働者の割合（２０２４年度） 

女性の割合 ４５.７４% 
 

５．男女の賃金格差（２０２４年度） 

区分 割合（女性÷男性) 

任期の定めのない教職員 ８３.３% 

任期の定めのある教職員 ８６.８% 

総計 ８２.３% 
 

６．育児休業取得状況（２０２４年度） 

区分 出産者数 育休取得者数 取得率 

男性 2 1 ５０.0% 

女性 6 6 １００.０% 
 

７．年次有給休暇取得状況（２０２４年度） 

当年度付与総日数 当年度取得日数 取得率 

１４，７６７日 ９，１４４日 ６１.９% 

以上 
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